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事項 参加者からの意見 議会からの返答

①
塙
工
業
高
等
学
校
跡
地
活
用
方
針
に
つ
い
て

いつごろまでに更地にして、内容を決めて、
着工して、利用できるようになるか目安は？

町からの説明で、県下 10 数校あるうち年 1校ずつ実施してい
く状況で、早いもの順。県に早く手を上げた方から実施となる
が、手を挙げてから早くても２～３年後に解体実施。

更地以降の計画もすぐに決めるべきか。 更地にするかどうかの計画が先で、それ以降は時間の余裕がある。

他町村で有効活用の事例はあるか。
更地にするかどうかの判断が優先で、その部分は確認していない。
今のところ決定した市町村はないのではないか。

建物存続してもどうしようもない。更地にし
て今後活用を決めていくべき。

　　　　　　　―　　　　　　　　　　　

築年数の点から維持していくのは難しい。
解体するのがベスト。

　　　　　　　―

壊すのが一番。使いみちとすれば杉苗を植え
て森に戻す。

　　　　　　　―

更地が良い。若い人たちの負担にならない方
向で進めてほしい。

　　　　　　　―

県の補助があるうち、解体が良い。 　　　　　　　―

参考に、残したいという意見はあるのか？ 部分活用をしたいという意見は聞いている。

若い人が集まれる場所、子どもが遊べる場所
がほしい。室内でも遊べる場所も良い。

以前、スケボー施設・クライミング施設の要望もあり、議会で
も一般質問があったが、若い人向けのスポーツ施設・憩いの
場所があっても良い。

雨風雪しのげて、一年中使える施設が良い。ドーム。　　　　　　　―

周辺自治体の公園のように、作るというより
も何もない贅沢な施設、芝生が広がる施設が
あっても良い。秋祭りや大きいイベントも開
催できる。

他県などでもそういう施設があり、子どもたちがものを持ち込
んで工夫しながら遊んでいる姿が見受けられる。そういったス
ペースを提供するのも良いと思う。

②

議

員

定

数

・

報

酬

に

つ

い

て

人口が減っている中で議員定数を減らす方が
良いのではないか。報酬は、議員で協議して
決めた方が良い。

塙は平均的な位置にいる。

・人口に対して 13 名。適正なのかどうか。
 報酬は低いようにも見えるが、議会として
 どう考えているか。
・町民の声を聞くのは良いが、町として、議
 会としての考えがあって討議していかないと
 進んでいかないのではないか。
・人口比率のこともあり定数は考えなければ
 ならないが、報酬は塙町は低い。議会の意見
 を聞きたかった。

・調査委員会を立ち上げてこれから調査していくが、今日の意
 見も含めて町民の声を聞きながら進めていきたい。
・以前定数14を維持するために、報酬総額を12名分にして個人
 の報酬を14で割る形をした。その後、13に減らし報酬を 1万円
 増額して現在に至った。
・令和5年において、県内町村のうち下から4番目の報酬だった。
・人口減少と共に、なり手不足が問題になる。若い人も議員に
 なりたくなるような環境整備が必要。
・定数を検討するに当たり研修会に参加しているが、その際に
定数を減らせば良いというものではないと聞く。町執行部と
のパワーバランスもある。

・子育てをしている若い人に出てもらうためにも、報酬を検討
 していかなければならない。定数も、減りつつあるが塙町の
 地形を見ると少なくても良いということではない。執行部と
 のバランスもあるのである程度の人数は必要。

・報酬を見て議員になるものではない。なり
 手がいないから報酬を上げるのは問題外。
 定数は何人いても良いが、議員としての仕
 事をやってもらいたい。首長との均衡が保
 てる議会であってほしい。
・地域で何人という考え方もあるが、塙町全
 体を見ていただきたい。

・一般的には人口 700 ～ 1000 人に議員１人といわれている。
 塙町は広いから定数を増やすべきというのもあるが、全部の
 声を聞くために人数を増やすのもどうかと思う。
・議員は多ければ多い方が良いと思う。議員の目と耳と口は多
 い方がいい。執行部とのバランスも大切である。地元だから
 ではなく塙町全体を見て仕事をしている。

地域に根差した議員がいないと、陳情・請願
が少なくなるのではないか。今の議員で足り
るのか。知っている議員が多いことが町民の
安心感にもつながる。

陳情・請願は特定の団体から多く出ていた。現実的でない大衆
受けする請願が多く、本会議で却下していた。塙町はきちんと
協議して対応している。

議員定数が減って仕事量が増えてしまうのな
ら、報酬を上げても良い。

　　　　　　　―

集落に議員がいないと差が出るときもある。
相談しても地元の議員に言えと言われたこと
もある。町民の声が上がらないこともある。

地元に議員がいない場合は、要望や話し合いの場にも相談して
もらえれば同席する。議員は町全体を心がけたい。

町民の声を吸い上げてほしい。 　　　　　　　―

③ほか
地域おこし協力隊が町にほとんど残らない。
今後の活用・町おこしの予定は。

応募があれば対応していく。
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№１ 議案第47号
塙町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例の制定

原案可決手話言語への理解の促進及び多様なコミュニケーション手段に関する基本理念を定
め、その施策を推進していくため、新たに町条例を制定するもの。

№２ 議案第48号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正
により、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等を実施するた
め、町条例の一部を改正するもの。

№３ 議案第49号
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正により、部分休業制度を拡充するため、
町条例の一部を改正するもの。

№４ 議案第50号

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決議員の期末手当の算定基礎額に乗ずる割合を県に準拠して町条例の一部を改正するも
の。年 3.35 月→年 3.40 月。令和 7年 12 月支給の期末手当を 0.05 月分増額。令和 8
年度以降の支給割合は、6月および 12 月支給分に均等に振り分ける。

№５ 議案第51号

町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決町長等の期末手当の算定基礎額に乗ずる割合を県に準拠して町条例の一部を改正す
るもの。年 3.45 月→年 3.50 月。令和 7 年 12 月支給の期末手当を 0.05 月分増額。
令和 8 年度以降の支給割合は、6 月および 12 月支給分に均等に振り分ける。

№６ 議案第52号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決福島県人事委員会勧告の内容に準拠し、職員の給与改定を行うため、町条例の一部を改
正するもの。　①給料表【増】　②期末手当の支給割合【増】　③勤勉手当の支給割合【増】　
④通勤手当【増】

№７ 議案第53号

塙町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決福島県人事委員会勧告の内容に準拠し、任期付職員の給与改定を行うため、町条例の
一部を改正するもの。　①特定任期付職員および一般任期付職員給料表【増】　②特定
任期付職員の期末手当支給割合【増】　③特定任期付職員の勤勉手当【新設】

№８ 議案第54号

工事請負変更契約の締結

原案可決塙町役場庁舎建設第Ⅱ期工事について、工事内容の一部を変更するため議会の議決を求
めるもの。変更後の契約金額は 2億 7799 万 2千円で 1949万 2千円の増。契約の相手方
は藤田建設工業株式会社　代表取締役　内藤　勇雄

№９ 議案第55号

令和 7年度塙町一般会計補正予算（第 3号）

原案可決
歳入歳出それぞれ 5812 万円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ 66億 9330 万円と
するもの。歳入では、町税の収納見込や県補助金の交付決定、風力発電事業負担金等
の収入見込等。歳出では、人件費の補正をするとともに、事務事業の精算を行ったもの
が主な内容。

№10 議案第56号

令和 7年度塙町国民健康保険特別会計補正予算（第 3号）

原案可決歳入歳出それぞれ 1106 万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ 9億 3824 万円と
するもの。歳入で繰入金を、歳出で総務費・国民健康保険事業費納付金・基金積立金
を補正。

№11 議案第57号
令和 7年度塙町介護保険特別会計補正予算（第 2号）    

原案可決歳入歳出それぞれ 153 万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ 12 億 9573 万円と
するもの。歳入で繰入金を、歳出で総務費を補正。    

№12 議案第58号
令和 7年度塙町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号）

原案可決歳入歳出それぞれ 1167 万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ 1億 4315 万円と
するもの。歳入で繰入金を、歳出で総務費・保険給付費・地域支援事業費を補正。

№13 議案第59号
令和 7年度塙町上水道事業会計補正予算（第 2号）

原案可決第 3条の収益的収入および支出の予定額、第 4条の資本的支出の予定額、第 7条に定
めた経費の金額について、それぞれ補正するもの。

№14 議案第60号
令和 7年度塙町下水道事業会計補正予算（第 2号）

原案可決第 3条の収益的収入および支出の予定額、第 4条の資本的収入の予定額、第 7条に定
めた経費の金額、第 10 条に定めた処分額について、それぞれ補正するもの。

№15 同意第4号
塙町農業委員会の委員に占める認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者の割合を 4分の 1以上とすること

同　意規定により、農業委員会の委員に占める認定農業者等および準ずる者の割合を少なく
とも 4分の 1以上とすることについて、議会の同意を求めるもの。

№16
同意

第5号～第19
号

塙町農業委員会委員の任命

同　意農業委員会委員の任期が令和 8年 2月 17 日で満了となることに伴い、候補者 15 名を
同委員に任命するため、規定により議会の同意を求めるもの。任期は、現委員任期満
了後の、令和 8年 2月 18 日から令和 11 年 2 月 17 日までの 3年（1期）。
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議会だより議会だより
モニターさんのモニターさんの
議会だより
モニターさんの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和７年１０月１日～令和７年１２月３１日

年月日 会 議 名 称

堀
江
祐
司

金
澤
太
郎

菊
地
哲
也

鈴
木
元
久

吉
村
守
広

七
宮
広
樹

吉
田
広
明

青
砥
與
藏

吉
田
克
則

小
林
達
信

藤
田
一
男

下
重
義
人

鈴
木
孝
則

委 員 会

7.10. 2 広報常任委員会（議会だより編集） 私用
遅参 ○ ○ ○ ○ - ○ - - - - - -

7.10. 6 広報常任委員会（議会だより編集） ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - - - - - -

7.10.29 総務常任委員会（所管事務調査） ○ - ○ - ○ - - ○ ○ - ○ - ○

7.11. 5 経済常任委員会（所管事務調査） - ○ - ○ - ○ ○ - - 私用
遅参 - ○ -

7.11.28 予算決算常任委員会（塙町振興計画） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.12. 2 議会運営委員会（12月定例会運営） - - ○ ○ - 私用 私用
遅参 - ○ - - ○ ○

7.12. 4 塙町議会議員の定数及び報酬に関する調査特別委員会（委員会の進め方） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.12.10 総務常任委員会（閉会中審査内容決定） ○ - ○ - ○ - - ○ ○ - ○ - ○

7.12.10 経済常任委員会（閉会中審査内容決定） - ○ - ○ - ○ ○ - - ○ - ○ -

7.12.10 広報常任委員会（閉会中審査内容決定） ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - - - - - -

7.12.12 議会運営委員会（追加議案） - - ○ ○ - ○ ○ - ○ - - ○ ○
7.12.12 議会運営委員会（12月定例会検証） - - ○ ○ - ○ ○ - ○ - - ○ ○

定 例 会・ 臨 時 会

7.12.10 12月定例会（1日目：議案説明） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.12.11 12月定例会（2日目：一般質問） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.12.12 12月定例会（3日目：一般質問、議案審議） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全員協議会

7.11.28 全員協議会（塙町役場庁舎建設第Ⅱ期工事請負契約の内容） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.12. 4 全員協議会（令和 7年度定期監査等結果報告 他） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.12.12 全員協議会（追加議案） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

研修会・その他

7.10.20 町村議会議員研修会（福島県町村議会議長会主催）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.10.24 議会報告会・意見交換会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会活動出欠状況






